
福島県「放射線健康リスク管理アドバイザ”」山下俊一氏の主な「安全宣伝」発言

∴2調1：翰押柳田∴ �・福島における健康の影響はない。いわき市が踏みとどまらなければならない。 放射能を恐れていたのでは復興の妨げになる。 

綾讃熊撥欝露／ �・水素爆発が二度、三度繰り返されたが、日本の原子炉から放射性物質は漏 

導毅義務藍率 �れていない。福島は大丈夫という情報発信が重要。 
・100マイクロシーベルトまでならばまったく心配いりません。 

∴同年3月21：日、∴ �・100マイクロシーベルト／時を超さなければまったく健康に影響を及ぼしません。 

・みなさんが信用すべきは、国の方針であり、国から出る情報です。 

・何もしないのに福島の名前は有名になった。ピンチはチャンス。これを福島 

福嶋市での種濃：： �の復興に利用すべき。 

・放射線の影響は二コ二コ笑っている人にはこす、クヨクヨしている人にくる。 

・福島市でもいわき市でも、外でどんどん遊んでよい。マスクはやめましょう。 

（注）福島県は3月21日の講演を紹介する県のHPに「質疑応答のコ100マイクロシーベルト／hを超さなければ健

康に影響を及ぼさない＝旨の発言は∴10マイクロシーベルト／hを超さなければ』の誤りであり、訂正し、お詫びを

申し上げます。iご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません」との訂正文を掲載している。

（原告の訴状、裁判所に提出された証拠に基づき、編集部が作成）
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回
；
福
島
県
の
責
任
認
め
ず

山
下
氏
発
音
吉
、
」
部
は
不
適
切

東
日
本
大
震
災
か
ら
ま
も
な
く
的
年
。
未
来
を
担
う
子
と
も
た
ち
の
健
康
に
つ
い
て
、

裁
判
所
が
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
な
い
こ
と
が
可
視
化
さ
れ
た
。

福
島
県
に
住
む
子
ど
も
た
ち
と
そ
の

保
護
者
が
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発

事
故
後
に
受
け
た
無
用
な
被
ば
く
に
よ

る
精
神
的
苦
痛
へ
の
慰
謝
料
（
1
人
あ

た
り
1
0
万
円
）
や
、
放
射
線
の
リ
ス
ク

か
ら
守
ら
れ
た
安
全
な
教
育
環
境
を
求

め
て
、
国
と
福
島
県
、
関
係
市
町
村
を

訴
え
た
裁
判
の
判
決
が
3
月
1
日
、
福

島
地
裁
（
遠
藤
束
路
裁
判
長
）
で
言
い

渡
さ
れ
た
。
判
決
は
、
原
告
側
の
求
め

を
す
べ
で
退
け
た
。
原
告
側
の
井
戸
謙

一
弁
護
団
長
は
「
リ
ス
ク
が
あ
る
か
ど

う
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
子

ど
も
の
健
康
の
問
題
な
の
で
、
一
リ
ス
ク

が
あ
る
と
い
主
副
掟
で
対
策
を
と
る
べ

き
だ
。
判
決
は
大
変
不
当
だ
」
と
判
決

後
の
記
者
会
見
で
述
べ
、
裁
判
所
の
基

本
的
な
姿
勢
を
批
判
し
た
。
原
告
側
は

控
訴
す
る
方
針
だ
。

「
具
体
的
な
危
険
」
を
認
め
ず

こ
の
裁
判
は
、
福
島
県
内
の
子
ど
も

と
そ
の
保
護
者
約
1
6
0
人
が
原
告
と

な
り
、
2
0
1
4
年
8
月
に
提
訴
し
た
。

全
国
か
ら
「
公
正
な
審
議
と
判
決
を
求

め
る
署
名
」
が
8
万
6
0
0
0
筆
以
上

寄
せ
ら
れ
た
。

原
告
の
中
学
生
1
4
人
は
、
通
っ
て
い

る
福
島
市
な
ど
の
公
立
中
学
校
で
は
被

ば
く
の
健
康
リ
ス
ク
が
あ
る
と
し
て
、

安
全
な
地
域
の
施
設
で
教
育
を
受
け
る

佐
藤
和
雄

権
利
な
ど
を
求
め
た
。
具
体
的
に
は
、

空
間
線
量
か
ら
の
追
加
被
ば
く
が
年
1

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満
で
あ
る
こ
と

や
、
放
射
能
に
よ
る
校
庭
の
土
壌
汚
染

濃
度
が
「
放
射
線
管
理
区
域
（
1
平
方

メ
ー
ト
ル
あ
た
り
4
万
ベ
ク
レ
ル
以

上
）
」
基
準
未
満
で
あ
る
環
境
を
求
め

て
い
た
。
判
決
は
原
告
が
通
う
中
学
校
1
0
校
で

被
ば
く
す
る
空
間
線
量
は
、
い
ず
れ
も

世
界
平
均
の
年
間
2
・
4
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
よ
り
低
い
こ
と
や
、
原
子
力
安
全

委
貝
会
（
当
時
）
　
の
指
針
で
示
し
た
許

容
範
囲
の
下
方
に
収
ま
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
挙
げ
、
「
人
の
健
康
の
維
持
に
悪

影
響
を
及
ぼ
す
程
度
の
放
射
線
に
被
ば

く
す
る
具
体
的
な
危
険
が
存
在
す
る
と

も
認
め
ら
れ
な
い
」
と
結
論
づ
け
た
。

措
置
は
不
合
理
と
言
え
ず

原
告
側
は
、
無
用
な
被
ば
く
を
受
け

る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
国
と
福
島
県
の

違
法
行
為
と
し
て
①
「
緊
急
時
迅
速
放

射
能
影
響
予
測
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
　
（
s
p
E
E
D
H
）
」
に
よ
る
デ
ー
タ
を

提
供
し
、
低
線
量
被
ば
く
の
危
険
性
を

言
い
渡
し
は
1
分
ほ
ど
で
終
わ
っ
た
。
「
ど
ん
な
結
論

に
せ
よ
、
主
文
読
み
上
げ
だ
け
で
一
切
理
由
を
説
明

し
な
い
の
は
予
想
外
だ
っ
た
」
と
元
裁
判
官
の
井
戸

謙
一
弁
護
団
長
（
右
）
は
憤
慨
し
た
＝
3
月
1
日
、
福

島
市
の
福
島
地
裁
前
で
。
（
撮
影
／
本
田
雄
和
）

教
え
た
り
す
る
対
策
を
怠
っ
た
、
②
住

民
に
安
定
ヨ
ウ
素
剤
を
服
用
さ
せ
る
指

示
を
出
さ
ず
、
甲
状
腺
を
防
護
さ
せ

て
も
ら
え
な
か
っ
た
、
③
文
部
科
学
省

は
Ⅱ
年
4
月
1
9
日
、
校
庭
や
校
舎
な
ど

の
活
用
を
年
間
2
0
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
未

満
で
あ
れ
ば
可
能
と
す
る
通
知
を
出
し

た
、
④
子
ど
も
た
ち
を
直
ち
に
集
団
避

難
さ
せ
る
こ
と
を
怠
っ
た
　
ー
　
な
ど
を

あ
げ
て
い
る
。

判
決
は
、
①
に
つ
い
て
は
「
当
時
の

国
の
指
針
な
ど
に
定
め
ら
れ
た
運
用
方

法
に
し
た
が
っ
た
も
の
だ
っ
た
」
。
②

に
つ
い
て
は
、
「
小
児
甲
状
腺
簡
易
測
定

調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
1
歳
児
甲
状


